
周防大島町人事行政の運営等の状況の公表 
 
 「周防大島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、その概要を公表しま

す。町では行財政改革の一環として職員数、人件費等の削減に取り組んでいます。取組内容に

ついて町民の皆様にご理解いただくため、給与等の状況についてお知らせします。 
 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 （１）部門別職員数の状況 

区分 

年 24 25 26 27 

部門 職員数 
対前年

増 減
職員数

対前年

増 減
職員数

対前年 

増 減 
職員数 

対前年

増 減

一般
行政
部門 

議会 3   2 △ 1 2 0 2 0

総務 79 △ 2 76 △ 3 75 △ 1 73 △ 2

税務 16 △ 1 16 0 16 0 16 0

民生 32 2 30 △ 2 30 0 29 △ 1

衛生 32 △ 1 29 △ 3 30 1 30 0

労働         

農林水 19 △ 2 19 0 19 0 18 △ 1

商工 11 0 11 0 11 0 11 0

土木 8 △ 1 8 0 8 0 7 △ 1

小計 200 △ 5 191 △ 9 191 0 186 △ 5

特別
行政
部門 

教育 27 △ 4 25 △ 2 25 0 24 △ 1

消防         

小計 27 △ 4 25 △ 2 25 0 24 △ 1

普通会計の計 227 △ 9 216 △ 11 216 0 210 △ 6

公営
企業
等会
計部
門 

病院 247 △ 1 241 △ 6 251 10 249 △ 2

水道 8 0 7 △ 1 7 0 9 2

交通 5 0 5 0 5 0 5 0

下水道 11 0 11 0 10 △ 1 10 0

その他 121 0 119 △ 2 118 △ 1 118 0

小計 392 △ 1 383 △ 9 391 8 391 0

総合計 619 △ 10 599 △ 20 607 8 601 △ 6

    ※その他職員は、国保・介護保険等に従事する職員です。 
 

 （２）職員採用と競争試験の状況（平成 27 年 4 月 1 日採用） 

      １０人 

 

 （３）職員の退職の状況（平成 26 年度） 

      定年退職 ６人  普通退職 ７人 

 

 （４）再任用職員の状況（平成 27 年 4 月 1 日採用） 

      常勤勤務 ０人  短時間勤務 ２人 

 

 



２ 職員の給与の状況 

 （１）職員給与費の状況（平成 27 年度当初予算額） 

 職員数 

(A) 

人 

給与費 １人当た

りの給与

費(B/A) 

千円

給  料 

千円

職員手当 

千円

期末勤勉手当 

千円

計(B) 

千円 

一般会計 216 856,629 142,958 326,289 1,325,876 6,138

特別会計 49 192,110 19,999 72,487 284,596 5,808

 

 （２）人件費の状況（平成 26 年度普通会計決算） 

住民基本台帳人口 

平成 27 年 4 月 1 日現在 

歳出額（A）

千円

実質収支 

千円

人件費(B) 

千円 

人件費率 

（B/A）  % 

17,871 人 14,260,038 613,697 2,066,020 14.5%

 

 （３）初任給の状況（平成 27 年 4 月 1 日） 

区分(初級試験) 一般行政職 技能職 医療職 現業職 

高校卒 145,000 円 140,400 円 164,400 円 128,500 円

大学卒 166,900 円 160,900 円 193,900 円 145,100 円

 

 （４）平均給料月額・平均年齢の状況 
一般行政職（平成 27 年 4 月 1 日）

平均給料月額 334,942 円

平均年齢 44.9 歳

 
 （５）経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 27 年 4 月 1 日） 

区分 10 年以上～15 年未満 15 年以上～20 年未満 20 年以上～25 年未満

一般行政職 274,840 円 308,597 円 334,826 円

 
 （６）級別職員数の状況（平成 27 年 4 月 1 日） 

区分 標準的な職務内容
一般行政職 全職種 

職員数 構成比 職員数 構成比 
７級 部長級 11 人 4％ 12 人 2％ 

６級 課長級 19 人 8％ 24 人 4％ 

５級 特認主幹(班長)級 46 人 19％ 63 人 11％ 

４級 主幹級 40 人 16％ 66 人 11％ 

３級 主査級 89 人 36％ 145 人 24％ 

２級 主任級 6 人 2％ 146 人 24％ 

１級 主事・技師級 38 人 15％ 145 人 24％ 

計  249 人 100％ 601 人 100％ 



 
 （７）職員手当の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）※期末・勤勉手当は平成 26 年度支給割合 

手当 区分 周防大島町 国 

期末手当 

勤勉手当 

支給月数 期末 勤勉 期末 勤勉 

 6 月期 1.225 0.675 1.225 0.675 

12 月期 1.375 0.825 1.375 0.825 

計 2.60 1.50 2.60 1.50 

その他 

加算措置 
職制上の段階、職務の等級による加算措置あり 

退職手当 支給月数 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 20.445 25.55625 20.445 25.55625 

勤続 25 年 29.145 34.5825 29.145 34.5825 

勤続 35 年 41.325 49.59 41.325 49.59 

最高限度額 49.59 49.59 49.59 49.59 
その他 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

    2～20％ 

定年前早期退職特例措置 

    3～45％ 

扶養手当 

（月当たり）

① 配偶者 

② 扶養親族 

① 13,000 円 

②  6,500 円／人 

① 同左 

② 同左 

住居手当 

（月当たり）

① 持ち家 

② 借家 

① 0 円 

②・家賃 23,000 以下 

   家賃－12,000 円 

 ・家賃 23,000 円以上 

   (家賃－23,000 円)

   ×1/2＋11,000 円 

   （最高 27,000 円）

① 同左 

② 同左 

通勤手当 

（月当たり）

① 交通機関 

② 交通用具 

 

① 55,000円(支給限度額)

② 距離制 

  2,000 円～34,500 円 

① 同左 

② 距離区分が異なる 

  2,000 円～31,600 円 

 

 （８）特殊勤務手当・時間外勤務手当の状況（平成 26 年度決算額） 

手当名称 区分 状況 

時間外勤務手当 支給総額 43,641,974 円

職員 1 人当たりの支給年額 186,504 円

特殊勤務手当 職員全体に占める手当支給職員の割合 6.8％

支給対象職員 1 人当たりの平均支給年額 25,333 円

手当の種類 4

主な手当の名称 社会福祉業務手当等

  

 



（９）特別職の報酬等の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

区分 給料月額等 期末手当 

給 料 

町長 782,000 円 

  6 月期 1.475 月分 

 12 月期 1.625 月分 

   計  3.1 月分 

 職制上の加算措置あり 

副町長 642,000 円 

教育長 590,000 円 

公営企業管理者 590,000 円 

報 酬 

議長 282,000 円 

副議長 226,000 円 

議員 206,000 円 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 （１）勤務時間について（標準的なもの・平成 27 年 4 月 1 日） 

1 週間の勤務時間 勤務時間 休憩時間 

38 時間 45 分 8:30～17:15 12:00～13:00 

 

 （２）休暇制度について 

    ①年次有給休暇 

１年ごとに 20 日付与され、残日数は翌年に繰り越すことができます。 

平成 26 年 平均使用日数 9.5 日

    ②特別休暇 

負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産など条例や規則で定める事由に 

     該当する場合には、特別休暇等を付与しています。 

    ③介護休暇 

     職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷又は老齢により介護をするため勤

務しないことが相当であると認められる場合は、６月の範囲内で取得することが可

能です。平成 26 年の介護休暇の取得はありません。 

    ④育児休業等 

     職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達する日まで、育児のた

めに休業等をすることが認められる制度です。 

     平成 26 年度育児休業及び部分休業の取得状況は次のとおりです。 

 育児休業取得者（人） 部分休業取得者（人） 

男性職員 

女性職員 
1

1

計 
1

1

     上段は平成 26 年度に新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段は育児休業（部 

     分休業）の期間が平成 25 年度以前から 26 年度にかけて引き続いている者の数です。 



４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 （１）分限処分者数（平成 26 年度） 

    降任 

(人) 

免職 

(人) 

休職 

(人) 

降給 

(人) 

計 

(人) 

勤務成績がよくない場合   0

心身の故障の場合   0

職に必要な適格性を欠く場合   0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃 

職、過員を生じた場合 

  0

刑事事件に関し起訴された場合   0

条例で定める事由の場合   0

計 0 0 0 0 0

    ※分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たし得ない場合に公

務能率を高めるため、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。 

 

 （２）懲戒処分者数（平成 26 年度） 

 戒告 

(人) 

減給 

(人) 

停職 

(人) 

免職 

(人) 

計 

(人) 

法令に違反した場合   0

職務上の義務違反・職務を怠った場合 1   1

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行   0

監督責任   0

計 0 1 0 0 1

    ※懲戒処分とは、勤務関係の秩序を維持するため、職員の服務義務違反に対して科す

る制裁処分です。 

 

５ 職員の服務の状況 

 （１）職員の守るべき義務の概要 

 地方公務員法第 30 条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれ

に専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現

するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（同法第

32 条）、信用失墜行為の禁止（同法第 33 条）、秘密を守る義務（同法第 34 条）、職務

に専念する義務（同法第 35 条）、政治的行為の制限（同法第 36 条）、争議行為等の禁

止（同法第 37 条）、営利企業等の従事制限（同法第 38 条）など、職務上の強い制約を

課しています。 

 

 

 

 



 （２）職務専念義務免除の状況 

 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上

の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければなりません（地方公務員法第

35 条）。ただし、「周防大島町職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修

を受ける場合や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が

免除されることがあります。 

 平成 26 年度における承認件数は、厚生事業に参加する場合（健康診断）が 287 件と

なっています。 

 

 （３）営利企業等従事の許可状況 

 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねた

り、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事等してはならないとされています

（地方公務員法第 38 条）。任命権者の許可の基準は、「周防大島町営利企業等の従事に

関する許可の基準を定める規則」に定められています。 

 平成 26 年度における許可件数はありません。 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 （１）職員の研修実施状況（平成 26 年度） 

研修区分 研修数 受講者数 内容等 

一般研修 6 件 35 人 山口県人づくり財団 

特別研修 14 件 25 人 山口県人づくり財団 

派遣研修 
1 件 1 人 山口県中山間地域づくり推進課 

1 件 1 人 全国市町村国際文化研修所 

主催研修 1 件 48 人 人権教育研修 

計 22 件 109 人 109 人 

 

７ 職員の福祉の状況 

 （１）健康管理事業（平成 26 年度） 

内  容 受診者等 

定期健康診断 118 件

人間ドック 169 件

安全衛生委員会 0 件

 

 （２）公務災害補償（平成 26 年度） 

件数 

 3 件 （うち通勤災害 0 件 ）

 

 

 



８ 公平委員会の報告事項 

   公平委員会とは、中立的・専門的な人事機関として、町長等の任命権者の人事権の行使

をチェックする機能をもった機関で、主に、職員の給与、勤務時間等の勤務条件に関する

措置の要求に対する審査や、職員への不利益な処分についての不服申立てに対する裁決を

行うこととなっています。 

 （１）勤務条件に関する措置の要求の状況 

    平成 26 年度における勤務条件に関する措置の要求はありません。 

 （２）不利益処分に関する不服申立ての状況 

    平成 26 年度における不利益処分に関する不服申立てはありません。 

 

 

 


